
証券コード　7318
2022年６月10日

株　主　各　位
名古屋市中区錦一丁目５番 1 1号

セレンディップ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 竹 内 　 在

１．日 時 2022年６月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

２．場 所 愛知県名古屋市中村区椿町1-16　井門名古屋ビル
TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口　７階
バンケットホール７Ｂ
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
※昨年と会場が異なりますのでお間違えのないようお願い申

しあげます。
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第17期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２. 第17期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件

 

第17回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第17回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申しあげます。
　なお、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記
の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いただき、2022年６月27日（月曜日）午後６時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上

□● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
い。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し
あげます。

□● 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、
修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://
www.serendip-c.com/）に掲載させていただきます。

□● 株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご理解くださ
いますようお願い申し上げます。

□● 節電の取り組みの一環として、当日は会場を適切な室温に設定させていただきます。ま
た、当社スタッフは軽装（クールビズ）にて対応させていただく予定ですので、あらか
じめご了承くださいますようお願い申しあげます。
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□● 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令
及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.serendip-c.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面に
は記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成する
に際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
　1．連結計算書類の連結注記表
　2．計算書類の個別注記表

□● 本株主総会は、Zoom Video Webinarを利用したライブ配信を実施し、株主の皆様にはオ
ンラインで参加していただけます。ご利用の場合、URLもしくはコードよりご参加くだ
さい。ただし、オンライン参加の場合、本総会当日に議決権行使及びご発言を行うこと
はできませんので、オンライン参加をご希望の株主様におかれましては、書面により、
事前に議決権行使をお願いいたします。

https://us06web.zoom.us/j/84618256343?pwd=MGdJRGVVN2ZlZDJUQVpoZzNWaGZpZz09
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症再拡

大に加え、半導体不足及び原材料価格の高騰などの影響から、先行き不透

明な状況が続いております。

　当社グループの事業領域である中堅・中小企業の「事業承継（投資）」

におきましては、中堅・中小企業の事業承継問題が深刻化する中で、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済・社会活動が停滞したこと

に後押しされ、事業承継手段としてのＭ＆Ａニーズ（譲渡ニーズ）が一段

と増加いたしました。

　一方、当社グループのもう一つの事業領域である「モノづくり（経

営）」におきましては、前期から続く新型コロナウイルス感染症の影響に

より、長引く自動車業界の半導体等の部品供給不足及びサプライチェーン

の停滞による減産の影響を受けました。

　このような状況のもと、当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡

大以前から経営執行にコミットしたプロ経営者をチームで派遣し現場・財

務・経営の見える化を徹底し、バックオフィスの生産性向上や製造現場で

の幅広いＩＴの活用に取り組み、ムダ・ムリ・ムラの排除を実施してまい

りました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は13,805,994千円（前期比4.5％

減）、営業利益は194,871千円（同40.6％減）、経常利益は179,395千円

（同57.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は199,980千円（同

49.8％減）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３

月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度の

売上高は166,797千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益はそれぞれ40,154千円増加しております。
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　事業別の状況は次のとおりであります。

　プロフェッショナル・ソリューション事業には、当社、セレンディッ

プ・テクノロジーズ株式会社が含まれております。

　プロ経営者派遣におきましては、事業承継課題を抱える中堅・中小企業

が今後益々増加していく社会的背景があり、中小モノづくり企業から事業

承継案件、事業再生案件の当社への持ち込みが増加しております。

　経営コンサルティングにおきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

により大手製造メーカーの生産活動停滞等をうけ、その仕入先である中小

製造業の業績が悪化しており、当該企業並びに支援金融機関からの経営改

善支援に対するニーズが増加しております。また、ＤＸに対する各社の取

り組みの本格化、中堅・中小企業の基幹システムの再構築需要の増加に伴

い、ＩＴコンサルティングのニーズも増加しております。経営課題を抱え

る中堅・中小企業の課題解決・成長にさらに寄与するための積極的な人材

採用や、グループ内のノウハウを活用するための業務のシェアード化を積

極的に推進したことにより人件費や採用費等が増大したことに加え、上場

関連費用が影響したことが、当セグメントの減益要因となっております。

　エンジニア派遣におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による

経済活動の停滞による稼動率の低下等が改善され、回復基調にあります。

当セグメントに属するセレンディップ・テクノロジーズ株式会社における

旧株式会社エムジエク（2020年７月１日子会社化。2021年４月１日に株式

会社サンテクトと合併し、セレンディップ・テクノロジーズ株式会社へ商

号変更いたしました。）との合併にともない、経営・モノづくり・ＩＴに

おいて一貫したプロフェッショナル人材体制が整うことになりました。中

堅・中小企業の成長を支援するため、経営基盤の強化、経営効率の合理化

を徹底し、新しいＩｏＴソリューションの開発とＤＸに注力しておりま

す。

　この結果、プロフェッショナル・ソリューション事業の売上高は

1,180,760千円（前期比2.1％増）、セグメント利益は8,791千円（同

89.1％減）となりました。

　インベストメント事業には、セレンディップ・フィナンシャルサービス

株式会社が含まれております。

　前連結会計年度より、事業承継問題に機動的に対応すべく、上場後を見

据えた案件の発掘・開拓に注力してまいりました。上場後も、従来から構

築してきた金融機関等との業務提携により、モノづくり企業を中心とした

再生型事業承継支援サービス、フィナンシャル・アドバイザリー等の企業

経営サポートを積極的に進めておりますが新型コロナウイルス感染症再拡

大によりアドバイザリー業務等の面談機会が制限された影響でスケジュー

ル遅延が発生し、翌期以降にずれ込んだ案件も発生しております。また、

営業力及び提供サービスの強化に取り組むため、先行費用としての人件費
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事 業 区 分

第 16 期
（2021年３月期）

（前連結会計年度）

第 17 期
（2022年３月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

プロフェッショナル・

ソリューション事業
1,156,316千円 8.0％ 1,180,760千円 8.6％ ＋24,443千円 ＋2.1％

インベストメント事業 896,200 6.2 68,905 0.5 △827,295 △92.3

モ ノ づ く り 事 業 12,858,238 88.9 12,983,685 94.0 ＋125,446 ＋1.0

調 整 額 △450,096 △3.1 △427,356 △3.1 ＋22,740 －

合 計 14,460,659 100.0 13,805,994 100.0 △654,664 △4.5

等が増加いたしました。

　この結果、インベストメント事業の売上高は68,905千円（前期比92.3％

減）、セグメント損失は24,891千円（前期は82,695千円のセグメント利

益）となりました。

　モノづくり事業には、三井屋工業株式会社、佐藤工業株式会社及び天竜

精機株式会社のモノづくり企業が含まれております。

　自動車内外装部品製造、自動車精密部品製造におきましては、当連結会

計年度において、新型コロナウイルス感染症に伴う部品供給不足の影響に

よる自動車メーカーの生産計画の度重なる見直しが発生しましたが前期比

では増収となりました。また、継続して取り組んでいる製造現場の生産性

向上や、コスト削減の実施により利益率が前期に比べ向上しました。

　ＦＡ装置製造におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は

残り、引き続き注視が必要な状況にありましたが、一方で案件の見直しや

設備投資活動の再開により、受注実績は前期を上回り、モノづくり事業の

セグメント利益に寄与しました。

　この結果、モノづくり事業の売上高は12,983,685千円（前期比1.0％

増）、セグメント利益は210,972千円（同27.9％増）となりました。

事業別売上高

（注）調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
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　　三井屋工業株式会社

　　　東北工場（モノづくり事業）　工場の新設

② 設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の

総額は1,123,162千円で、その主なものは次のとおりであります。

　当連結会計年度中に完成した主要設備

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長

期借入金として1,127,000千円の調達を行いました。また、東京証券取引

所への株式上場に伴い、公募増資による850,000株及びオーバーアロット

メントによる売出しに関連して行った第三者割当増資による127,400株の

新株発行により1,016,105千円の資金の調達を行いました。

区 分
第 14 期

(2019年３月期)
第 15 期

(2020年３月期)
第 16 期

(2021年３月期)

第 17 期
(当連結会計年度)
(2022年３月期)

売 上 高 (千円) 12,961,420 15,196,337 14,460,659 13,805,994

経 常 利 益 (千円) 115,903 215,265 417,499 179,395

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 377,916 91,380 398,497 199,980

１株当たり当期純利益 (円) 130.56 29.71 127.21 49.18

総 資 産 (千円) 14,282,775 12,984,569 14,798,226 15,684,580

純 資 産 (千円) 2,205,193 2,294,153 3,018,014 4,568,809

１株当たり純資産 (円) 716.95 745.87 923.00 1,028.84

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１.１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産

は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお期中平均発行

済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて

算出しております。

２．当社は、2021年３月10日付で普通株式１株につき10株の割合をもっ

て株式分割を行っており、第14期の期首に当該株式分割が行われた

ものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算

定しております。
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３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31

日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度

に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値とな

っております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

天 竜 精 機 株 式 会 社 63,000千円 100％
ＦＡ装置製造
（モノづくり事業）

佐 藤 工 業 株 式 会 社 98,800千円 100％
自動車精密部品製造
（モノづくり事業）

三井屋工業株式会社 75,000千円 100％
自動車内外装部品製造
（モノづくり事業）

セレンディップ・テク
ノロジーズ株式会社

37,500千円 100％
ＩＴエンジニア派遣・ソフトウ
ェア開発
（プロフェッショナル・ソリューション事業）

セレンディップ・フィナンシャル
サ ー ビ ス 株 式 会 社

5,500千円 100％
投資・フィナンシャル・アドバイザリー
（インベストメント事業）

特定完全子会社の名称 三井屋工業株式会社

特定完全子会社の住所 愛知県豊田市三軒町三丁目１番地

当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 1,000,000千円

当社の総資産額 3,246,644千円

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１. 2021年４月１日付で株式会社サンテクトは、株式会社エムジエクと合併（株式

会社サンテクトが存続会社、同時にセレンディップ・テクノロジーズ株式会社

へ社名変更）いたしました。

２. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。
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(4) 対処すべき課題

　当社グループは、Ｍ＆Ａによる事業承継により傘下に収めた子会社の成長

を通じてグループ全体の成長を図るビジネスモデルとなっており、子会社に

おける既存事業の成長のため、及び当社グループが提供するソリューション

拡充のため、以下の課題に注力してまいります。

①　Ｍ＆Ａ対象企業の発掘・事業の成長

　当社グループはＭ＆Ａ案件の発掘に際し、金融機関、Ｍ＆Ａ仲介会社等

様々なリソースを活用し、精緻な企業分析、Ｍ＆Ａ後の成長戦略、ＰＭＩ

戦略、グループシナジー等を十分に勘案した上で投資判断を実行していく

ことが重要であると認識しております。ターゲット案件に対しては、当社

取締役を中心とした経営層及び関係部門で構成する投資委員会において、

十分な審議、戦略立案等を行い、当社グループの成長に結び付くＭ＆Ａの

実行に注力してまいります。

②　プロ経営者の積極的採用・育成強化

　当社グループの最も重要な経営資源は人材であり、Ｍ＆Ａ後のプロ経営

者派遣を行う上で人材の採用・育成強化は継続的な経営課題であると認識

しております。他社との差別化を推進していくため、更にはＭ＆Ａ案件の

成功に対応するため、当該分野における優秀な専門家人材を積極的に採用

し、育成強化してまいります。

③　当社グループの一体化・意思統一

　当社グループは、Ｍ＆Ａを実行しグループ内に取り込み成長することを

基本的な事業戦略としております。グループ企業が増加する過程において

は、各社のこれまでの歴史・企業風土・文化の違いから価値観の相違が生

まれる等、一つのグループ企業として全社が同じ目標に向かい一体化して

いくことは容易ではないものと認識しております。

　これらの課題に対し、各社横断的な会議体やコミュニケーションの場を

設け、積極的な信頼関係の構築に努めてまいりたいと考えております。更

には年に一度、方針説明会を開催しており、グループ方針を理解するとと

もに一体化・意思統一を図ってまいります。
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④　グローバル展開

　当社グループは、子会社における海外人材の採用や海外取引は存在する

ものの、グローバル案件を遂行するため、業務提携・技術提携、新たな販

売先・仕入先開拓等のグローバルな事業展開に対応できる人材の強化、ネ

ットワークの構築等は必要であると判断しております。今後、グローバル

な事業展開力や経営執行力を当社グループの機能に取り込むことにより、

グローバル対応力の充実に努めてまいります。

⑤　新市場への挑戦、技術革新・現場改革

　当社グループの一部の子会社が身を置く自動車業界では、環境規制の強

化による電動化の進展、自動運転技術の進化、コネクティッドカーの普

及、クルマが所有するものからシェア（共有）するものへ変わるといった

ライフスタイルの変化など、いわゆるCASE領域の進展がめざましく、自動

車産業の構造は、『100年に一度の大変革期』を迎えています。事業の枠

組みや前提条件が大きく変わろうとする中、新市場への挑戦、新しい技術

（技術革新）・新しいやり方（現場改革）に果敢に挑戦してまいります。

⑥　財務体質の改善

　当社グループはＭ＆Ａを実行する際、各子会社の正常収益力を基にＬＢ

Ｏファイナンスによって買収資金を調達しているため有利子負債比率が高

い水準にあります。利益の蓄積のほか、様々な資金調達手法を活用し、財

務体質の強化を図ってまいります。

⑦　内部統制の充実

　企業経営の透明性と開示情報の正確性の確保、諸法規等の遵守のため、

内部統制システムの整備・充実を継続的に推進し、内部管理体制の強化に

取り組んでまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容 主要な製品・サービス グループ会社名

プロフェッショナル・
ソリューション事業

プロ経営者派遣 事業承継・事業再生等

当 社

経 営

コンサルティング

経営・ＩＴ・現場改善（ＤＸツール
提供等）コンサルティング

エンジニア派遣
設計・開発・ＩＴエンジニア派遣
ソフトウェア開発

セレンディップ・
テクノロジーズ㈱

インベストメント事業 投資・Ｍ＆Ａ関連
ファンド・共同投資
フィナンシャル・アドバイザリー

セ レ ン デ ィ ッ プ ・
フィナンシャルサービス㈱

モノづくり事業

オートモーティ
ブサプライヤー

自動車内外装部品
（ラゲージルーム内装部品、フェンダーライナ
ー・リアホイルハウスライナー等外装部品）

三 井 屋 工 業 ㈱

自動車精密部品
（オートマチック機能部品）

佐 藤 工 業 ㈱

ＦＡ装置製造
コネクタ自動組立機
電池関連自動組立機
クリームはんだ印刷機

天 竜 精 機 ㈱

(5) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

　当社グループは、当社及び連結子会社５社により構成され、「プロフェッ

ショナル・ソリューション事業」、「インベストメント事業」及び「モノづ

くり事業」を行っております。

　事業別の事業内容及び主要な製品・サービスは以下のとおりであります。

天 竜 精 機 株 式 会 社 本社及び工場：長野県駒ヶ根市

佐 藤 工 業 株 式 会 社 本社及び工場：愛知県あま市

三 井 屋 工 業 株 式 会 社
本社工場及び篠原工場：愛知県豊田市
東北工場：山形県米沢市

セレンディップ・テクノロ
ジ ー ズ 株 式 会 社

本社：愛知県名古屋市中区

セ レ ン デ ィ ッ プ ・
フィナンシャルサービス株式会社

本社：愛知県名古屋市中区

(6) 主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）

① 当社

本　社：愛知県名古屋市中区栄二丁目11番７号

② 子会社
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事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

プロフェッショナル・ソリューション事業 100 （ 2）名 22名減 （1名増）

イ ン ベ ス ト メ ン ト 事 業 － （－） －名増（－名増）

モ ノ づ く り 事 業 372 （26） 7名減（ 3名減）

全　　　　社（共　　　　通） 15 （1） 4名増 （1名増）

合 計 487 （29） 25名減（ 1名減）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

29名 6名増 39.9歳 1.6年

(7) 使用人の状況（2022年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数

（注）１. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グルー

プ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。

２. 臨時従業員には、パートタイマー、契約社員及び嘱託契約の従業員を含み、派

遣社員を除いております。

３. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない

管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員数

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 2,670,745千円

株 式 会 社 百 五 銀 行 1,230,000

ア ル プ ス 中 央 信 用 金 庫 617,200

(8) 主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、2022年４月18日付をもって、本社を愛知県名古屋市中区錦一丁目

５番11号に移転いたしました。

－ 11 －



① 発行可能株式総数 13,000,000株

② 発行済株式の総数 4,550,320株

③ 株主数 1,806名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

髙 村 徳 康 625,120株 14.08％

竹 内 在 625,120 14.08

諸戸グループマネジメント株式会社 450,000 10.13

一 徳 合 同 会 社 300,000 6.76

ネクストシークエンス合同会社 300,000 6.76

セレンディップグループ従業員持株会 185,590 4.18

ア ン ト ・ ブ リ ッ ジ ４ 号 Ａ
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

171,420 3.86

日本マスタートラスト信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

122,500 2.76

株 式 会 社 カ リ ン 114,130 2.57

楽 天 証 券 株 式 会 社 96,400 2.17

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2022年３月31日現在）

（注）１．2021年６月23日を払込期日とする公募増資及び2021年７月28日を

払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連して

行った第三者割当増資による新株式発行により発行済株式の総数

は、977,400株増加しております。

２．ストック・オプションの行使により発行済株式の総数は、

193,540株増加しております。

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を109,580株保有しておりますが、上記大株主からは除外し

ております。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

　当社株式は、2021年６月24日付で、東京証券取引所マザーズ市場（現

グロース市場）に上場いたしました。
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第１回新株予約権 第２回新株予約権

発 行 決 議 日 2016年６月10日 2018年11月９日

新 株 予 約 権 の 数 17,846個
　

600個
　

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 178,460株
(新株予約権１個につき10株)
　

普通株式 6,000株
(新株予約権１個につき10株)
　

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
1,240円

(１株当たり　124円)
　

新株予約権１個当たり
17,500円

(１株当たり　1,750円)
　

権 利 行 使 期 間
2018年６月11日から
2026年６月10日まで

2020年11月12日から
2028年11月８日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 17,846個
目的となる株式数 178,460株
保有者数 2名
　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名
　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名
　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名
　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名
　

新株予約権の数 600個
目的となる株式数 6,000株
保有者数 3名
　

(2) 新株予約権等の状況

①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況
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セレンディップ・ホールディングス
株式会社（第１回）新株予約権

発 行 決 議 日 2020年７月20日

新 株 予 約 権 の 数 1,200個
　

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 12,000株
(新株予約権１個につき10株)
　

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
18,000円

(１株当たり　1,800円)
　

権 利 行 使 期 間
2022年８月１日から
2030年６月30日まで

行 使 の 条 件 （注）２

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 1,010個
目的となる株式数 10,100株
保有者数 3名
　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 40個
目的となる株式数 400株
保有者数 1名
　

監 査 役
新株予約権の数 150個
目的となる株式数 1,500株
保有者数 3名
　

（注）１. 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当

社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等（以下

「当社の従業員等」という。）の地位を有していることを要します。ただし、

当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並び

に正当な事由がある場合はこの限りではありません。

２. ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業

員、当社の関係会社管理規程に定める子会社の取締役及び執行役員のうち当

社が指定する者、その他これらに準ずる地位にあることを要します。ただ

し、役員の任期満了による退任、定年退職、当社の社命による転籍、その他

当社が認める正当な理由がある場合はその限りではありません。

②新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができ

るものとします。

③新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、

1,200万円を超えてはならないものとします。
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④新株予約権者は、租税特別措置法第29条の２第１項第６号の規定に従い、新

株予約権者の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券業者等の

営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとします。

３. 2021年３月10日付で行った１株を10株とする株式分割により、「新株予約権の

目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額」は調整されております。

②　その他新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 髙 村 徳 康

佐藤工業株式会社　取締役
三井屋工業株式会社　取締役
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社　取
締役
セレンディップ・フィナンシャルサービス株式
会社　代表取締役
株式会社ケイズコーポレーション社外監査役

代表取締役社長 竹 内 　 在

天竜精機株式会社　取締役
佐藤工業株式会社　取締役
三井屋工業株式会社　取締役
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社　取
締役
セレンディップ・フィナンシャルサービス株式
会社　取締役
エムジーホールディングス株式会社　社外取締
役
株式会社エスネットワークス　社外取締役（監
査等委員）

取 締 役 小 谷 和 央 管理部門担当役員

取 締 役 内 藤 由 治

取 締 役 藤 田 　 豪

株式会社MTG Ventures　代表取締役
株式会社オプティマインド　社外監査役
名古屋大学院情報学研究所客員准教授
株式会社オルツ　社外取締役
株式会社Psychic VR Lab　社外取締役
株式会社キッチハイク　社外取締役
Ｈ２Ｌ株式会社　社外取締役
株式会社EVERING　取締役

常 勤 監 査 役 西 山 一 彦

天竜精機株式会社　監査役
佐藤工業株式会社　監査役
三井屋工業株式会社　監査役
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社　監
査役
セレンディップ・フィナンシャルサービス株式
会社　監査役
株式会社アペックス　監査役

監 査 役 村 松 高 男

村松税理士事務所　所長
ベステラ株式会社　社外監査役
イオンモール株式会社　社外監査役
グローブライド株式会社　社外取締役（監査等
委員）

監 査 役 清 水 哲 太

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）
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役 名 氏 名 職 名

会長執行役員 髙 村 徳 康
セレンディップ・ホールディングス株式
会社　代表取締役会長

社長執行役員 竹 内 　 在
セレンディップ・ホールディングス株式
会社　代表取締役社長

執 行 役 員 小 谷 和 央
セレンディップ・ホールディングス株式
会社　取締役管理部門担当役員

執 行 役 員 小 野 賢 一 天竜精機株式会社　代表取締役社長

執 行 役 員 植 村 達 司 佐藤工業株式会社　代表取締役社長

執 行 役 員 髙 橋 直 輝 三井屋工業株式会社　代表取締役社長

執 行 役 員 新 里 健 一
セレンディップ・テクノロジーズ株式会
社　代表取締役社長

（注）１. 取締役内藤由治氏及び取締役藤田豪氏は、社外取締役であります。

２. 監査役村松高男氏及び監査役清水哲太氏は、社外監査役であります。

３. 監査役村松高男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

４. 当社は、取締役藤田豪氏及び監査役村松高男氏を、東京証券取引所から確保が

義務付けられている独立役員として同取引所に届け出ております。

５. 当社は執行役員制度を導入しており、2022年３月31日現在の執行役員は、上記

の取締役兼務者３名を含む下記の７名であります。

② 責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結できる旨を定款で定め、当該契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており

ます。

③ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年６月４日開催の取締役会において、「取締役個人別の

報酬等の内容に係る決定方針」を以下のとおり決定しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で
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決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針

に沿うものであると判断しております。

ⅰ）基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るためのイン

センティブとして機能するよう、取締役の職責に応じた報酬体系と

し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各々の職務と責任を踏ま

えた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬

及び業績等により支給することがある非金銭的報酬により構成するこ

ととする。

ⅱ）固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役位、職

務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。

ⅲ）非金銭的報酬の内容及び数の算定方法の決定に関する方針

　非金銭的報酬は、事業年度ごとの業績を勘案しストックオプション

等を付与するものとし、各取締役に付与する数の算定は、役位、職務

と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。

ⅳ）固定報酬、非金銭的報酬の取締役の個人別の額や数に対する割合の

決定に関する方針

　当社の取締役の固定報酬及び非金銭的報酬の割合は、株主と経営者

の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に資する適切な支給割合と

するものとする。

ⅴ）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額等については、株主総会の決議により定められた年

間報酬限度額の範囲内で、取締役会より一任された代表取締役社長

が、各取締役の役位、職務と責任、業績等を総合的に勘案し、監査役

会の意見を聴取した上で、取締役の固定報酬の額及び非金銭的報酬の

数等を決定する権限を有するものとする。
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区 分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

69,990
(4,800)

69,990
(4,800)

－
(－)

－
(－)

5
(2)

監 査 役
（うち社外監査役）

10,800
(4,800)

10,800
(4,800)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合 計
（うち社外役員）

80,790
(9,600)

80,790
(9,600)

－
(－)

－
(－)

8
(4)

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれており

ません。

２. 取締役の報酬総額限度額は、2021年６月28日開催の第16回定時株主総会におい

て、年額200,000千円以内（うち社外取締役分50,000千円以内）と決議してお

ります（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時

点の取締役の員数は、５名（うち、社外取締役は２名）です。

３. 監査役の報酬総額限度額は、2018年６月21日開催の第13回定時株主総会におい

て、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役

の員数は、３名です。

４. 取締役会は、代表取締役社長竹内在氏に対し社外取締役を除く各取締役の職務

の内容、業績の達成度及び当社への貢献度等を踏まえた報酬の額及び各社外取

締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績

等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには、代表取締役社長が適

していると判断したためであります。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役藤田豪氏は、株式会社MTG Ventures代表取締役であります。ま

た、同氏は株式会社オプティマインド社外監査役、名古屋大学院情報

学研究所客員准教授、株式会社オルツ社外取締役、株式会社Psychic 

VR Lab社外取締役、株式会社キッチハイク社外取締役、Ｈ２Ｌ株式会

社社外取締役及び株式会社EVERING取締役であります。当社と各兼職

先との間には特別の関係はありません。

・監査役村松高男氏は、村松税理士事務所所長であります。また、同氏

はベステラ株式会社社外監査役、イオンモール株式会社社外監査役及

びグローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）であります。当

社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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地 位 氏 名
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 内 藤 由 治

当事業年度に開催された取締役会には17回中17回出席い

たしました。

経験豊富な経営者の観点から必要な発言を行うなど、意

思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を

果たしております。

取 締 役 藤 田 　 豪

当事業年度に開催された取締役会には17回中16回出席い

たしました。

主にファイナンス、投資・ファンド管理運営に置ける豊

富な経験と知見を活かし必要な発言を行うなど、意思決

定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た

しております。

監 査 役 村 松 高 男

当事業年度に開催された取締役会には17回中16回出席

し、また、監査役会には17回中16回出席いたしました。

税理士としての専門的見地から、取締役会において、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発

言を行っております。また、監査役会において、当社の

会計・税務処理について適宜、必要な発言を行っており

ます。

監 査 役 清 水 哲 太

当事業年度に開催された取締役会には17回中16回出席

し、また、監査役会には17回中16回出席いたしました。

企業経営に関する豊富な経験・知見から、取締役会にお

いて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための発言を行っております。また、監査役会におい

て、当社のガバナンス体制等について適宜、必要な発言

を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

36,200

(4) 会計監査人の状況

① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、コンフォートレター作成

業務についての対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結できる旨を定款で定め、当該契約を締結しております。当該契約に基づ

く賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、取締役会決議において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための

体制について「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。その

概要は以下のとおりであります。

① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

イ）セレンディップ・ホールディングス株式会社（以下、当社という。）

及びその子会社（以下、セレンディップグループという。）は、コン

プライアンスの取組みに関わる基本事項を「コンプライアンス規程」

に定め、セレンディップグループの取締役及び使用人が、法令・定

款・社内規程及び社内規範の遵守の確保を目的として制定した「セレ

ンディップグループ行動規範」を率先垂範し遵守することを徹底す

る。

ロ）セレンディップグループは、「リスク・コンプライアンス委員会規

程」に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置し、企業経営に

関係する法令等の遵守と教育を行う。また、「内部通報者保護規程」

を定め、組織または個人による不正・違法・反倫理的行為等を速やか

に認識し対処するとともに通報者に対する不利益な取扱いを防止す

る。

ハ）監査役及び内部監査室は、連携してコンプライアンス体制を監査し、

問題点の指摘及び改善策の提案等を行い、定期的に取締役会及び監査

役会に報告する。
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ニ）セレンディップグループは、「反社会的勢力排除規程」を定め、反社

会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの不当要求

を拒否し、毅然とした態度で臨む。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ）セレンディップグループの取締役の職務の執行に係る情報について

は、法令・定款・「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき作

成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役等が閲覧、謄写

可能な状態にて管理する。

ロ）セレンディップグループの情報セキュリティについては、「情報管理

規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、保

有情報等の適切な活用・保全・運用を行う。

ハ）セレンディップグループの個人情報及び特定個人情報については、法

令・「個人情報保護規程」及び「特定個人情報保護規程」に基づき厳

重に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ）セレンディップグループの組織横断的リスク状況の監視は内部監査室

が行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は、「リスク管理規

程」に基づき担当部署が行う。

ロ）セレンディップグループの各部門の責任者は、それぞれが自部門に整

備するリスクマネジメントの体制の下、担当職務の業務内容を整理

し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施す

るとともに、かかるリスクマネジメント状況を監督し、定期的に見直

す。

ハ）セレンディップグループは、「リスク・コンプライアンス委員会規

程」に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理

体制の整備とリスク発生時の最小化・再発防止を図る。

－ 23 －



④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ）セレンディップグループの取締役の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するため、取締役会の目的・運営に係る事項を「取締役会規

程」に定め、取締役会を原則月１回開催し必要に応じて臨時開催す

る。

セレンディップグループの取締役会は、経営目標・予算を策定し、代

表取締役以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、進捗状況につ

いては、経営会議で確認し、取締役会に報告し実績管理を行う。

ロ）セレンディップグループの取締役は、ＩＴを活用した情報システムを

構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

ハ）取締役及び執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に報

告する。

ニ）職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき適正かつ効率的に行

う。

⑤ セレンディップグループの企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

イ）セレンディップグループのグループ経営の基本原則に従い、「セレン

ディップグループ行動規範」を通じて、当社及びその子会社の独立性

を尊重しつつ、高い倫理観をもって、セレンディップグループ全体の

経営を推進する。

ロ）セレンディップグループの経営については、原則として当社から経営

実務を積んだプロフェッショナル人材を取締役もしくは使用人として

グループ会社に派遣し、グループ会社の事業運営及び損失の危険の管

理を行い、事業の適正を確保する。

ハ）セレンディップグループに関する諸手続及び管理体制については、

「関係会社管理規程」に定め、セレンディップグループに関する業務

の円滑化と管理の適正化を図る。セレンディップグループの管理を担

当する部門は、コーポレート企画部とし、セレンディップグループが

効率的にその経営目的を達成できるよう管理指導し、必要と認めたと

きは、関係部門に管理指導を依頼することができる。

ニ）セレンディップグループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正

の確保のために必要なときは、子会社の事業運営に関する重要な事項

について当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当

社の経営会議での審議及び取締役会への付議を行う。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関

する事項

イ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締

役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名すること

ができる。

ロ）監査役が指名する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権

は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものと

する。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

イ）セレンディップグループの取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ

て会社の業務執行状況及び会計処理を報告及び必要な情報提供を行

う。

ロ）監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。

ハ）内部監査室は、セレンディップグループにおける内部通報制度「セレ

ンディップヘルプライン」の運用状況を確認するとともに、監査役に

定期的に報告する。また、内部監査室は、セレンディップグループの

取締役に「セレンディップグループ行動規範」に違反する事実がある

と認める場合その他緊急の報告が必要な場合は、監査役に直ちに報告

する。

⑧ 監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱

いを受けないことを確保するための体制

　セレンディップグループは、内部通報制度を通じた通報を含め、監査

役に報告した者に対し、「内部通報者保護規程」を準用し、当該通報・

報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを

禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
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⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその

他監査費用等の処理に係る方針に関する事項

　セレンディップグループは、監査役からその職務の執行について生ず

る費用の前払い等の請求があった場合には、当該請求に係る費用または

債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速や

かにこれに応じる。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ）監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役と定期的に

意見交換を行う。

ロ）監査役は、定期的に会計監査人及び内部監査室と連携をとり、監査役

監査を行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、上記に掲げた「内部統制システム構築の基本方針」を定め業務

の適正を確保するための体制を整備し、以下の取り組みを行っております。

① 当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成し、監査役

も出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督いたしました。

② 監査役は、月１回の定時監査役会を開催し、監査役間の情報共有に基づ

き会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを実施いたしま

した。さらに、取締役会に出席するとともに、取締役及びその他使用人

と対話を行い、その職務の執行状況を監査いたしました。

③ 内部監査室は、あらかじめ定めた監査計画に基づき、当社及び各子会社

の監査を実施いたしました。

④ 監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査室及び会計監査人は、

連携して監査を実施いたしました。

⑤ リスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス

教育の計画策定・指導、リスク情報の収集やリスクへの対応を審議いた

しました。

４. 会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。
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５. 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして

認識しております。

　現在、当社グループは引き続き成長過程にあると考えており、持続的成長に

向けた積極的な投資に資本を充当していくことが株主に対する最大の利益還元

につながると判断しております。このことから、当事業年度においては配当を

実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であり

ます。

　なお、内部留保資金につきましては、今後の事業展開において持続的成長に

向けた積極的な投資に振り向けてまいりたいと考えております。

　将来的には、各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘

案したうえで株主に対して利益還元策を実施していく方針ではありますが、現

時点において配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。

　当社の剰余金の配当につきましては、期末配当は株主総会が、中間配当は取

締役会が決定機関となっております。また、中間配当につきましては、取締役

会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる

旨を定款に定めております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

営業投資有価証券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

の れ ん

無 形 資 産

リ ー ス 資 産

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 営 業 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,981,599

3,582,007

2,358,070

40,000

68,338

104,975

295,782

379,331

153,094

8,702,980

5,852,672

3,777,023

4,894,024

8,358,700

2,148,447

399,301

179,340

△13,904,165

168,911

58,303

26,250

7,293

5,637

71,426

2,681,396

2,137,921

230,540

96,338

274,824

217,396

△275,624
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 4,746,950

支払手形及び買掛金 2,182,868

短 期 借 入 金 927,000

１年内返済予定の長期借入金 577,843

リ ー ス 債 務 49,937

未 払 金 211,865

未 払 費 用 125,738

前 受 金 70,871

未 払 法 人 税 等 47,207

未 払 消 費 税 等 99,312

賞 与 引 当 金 196,146

製品保証引当金 6,650

受注損失引当金 5

設備関係支払手形 216,023

そ の 他 35,482

固 定 負 債 6,368,820

長 期 借 入 金 5,153,862

リ ー ス 債 務 150,415

資 産 除 去 債 務 16,017

退職給付に係る負債 232,195

繰 延 税 金 負 債 816,329

負 債 合 計 11,115,770

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 3,969,495

資 本 金 1,114,030

資 本 剰 余 金 1,999,730

利 益 剰 余 金 869,278

自 己 株 式 △13,544

その他の包括利益累計額 504,814

その他有価証券評価差額金 504,814

非支配株主持分 94,500

純 資 産 合 計 4,568,809

資 産 合 計 15,684,580 負 債 純 資 産 合 計 15,684,580

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 13,805,994

売 上 原 価 11,677,529

売 上 総 利 益 2,128,465

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,933,594

営 業 利 益 194,871

営 業 外 収 益

受 取 利 息 36

受 取 配 当 金 56,308

為 替 差 益 26,126

雇 用 調 整 助 成 金 31,009

補 助 金 収 入 1,063

受 取 補 償 金 6,649

投 資 有 価 証 券 売 却 益 34,153

そ の 他 30,804 186,150

営 業 外 費 用

支 払 利 息 100,874

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 26,227

営 業 外 支 払 手 数 料 9,980

訴 訟 関 連 費 用 43,352

株 式 公 開 費 用 16,428

そ の 他 4,763 201,626

経 常 利 益 179,395

特 別 利 益

補 助 金 収 入 653,493

投 資 有 価 証 券 売 却 益 69,482 722,975

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,560

固 定 資 産 圧 縮 損 644,793

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,538 649,892

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 252,479

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 82,686

法 人 税 等 調 整 額 △35,137 47,548

当 期 純 利 益 204,930

非支配株主に帰属する当期純利益 4,950

親会社株主に帰属する当期純利益 199,980

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 593,978 1,479,678 640,241 △13,544 2,700,354

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

29,055 29,055

会計方針の変更を反映し
た 当 期 期 首 残 高

593,978 1,479,678 669,297 △13,544 2,729,410

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 508,052 508,052 1,016,105

新株の発行（新株予
約 権 の 行 使 ）

11,999 11,999 23,998

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

199,980 199,980

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 520,052 520,052 199,980 － 1,240,084

当連結会計年度末残高 1,114,030 1,999,730 869,278 △13,544 3,969,495

その他の包括利益累計額

非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 223,159 223,159 94,500 3,018,014

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

29,055

会計方針の変更を反映し
た 当 期 期 首 残 高

223,159 223,159 94,500 3,047,069

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 1,016,105

新株の発行（新株予
約 権 の 行 使 ）

23,998

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

199,980

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

281,655 281,655 － 281,655

当連結会計年度変動額合計 281,655 281,655 － 1,521,739

当連結会計年度末残高 504,814 504,814 94,500 4,568,809

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

未収還付法人税等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

減 価 償 却 累 計 額

建 物 （ 純 額 ）

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品（純額）

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

1,700,159

1,594,999

39,957

3,404

40,000

5,195

16,393

210

1,546,485

18,552

3,655

△3,317

337

2,694

△1,788

906

17,308

22,597

21,147

1,450

1,505,335

1,466,971

2,175

4,491

31,696
　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 55,383

未 払 金 15,780

未 払 費 用 8,857

未 払 法 人 税 等 3,184

未 払 消 費 税 等 4,623

預 り 金 12,932

賞 与 引 当 金 10,003

固 定 負 債 500,000

関係会社長期借入金 500,000

負 債 合 計 555,383

（純資産の部）

株 主 資 本 2,691,261

資 本 金 1,114,030

資 本 剰 余 金 1,426,252

資 本 準 備 金 1,048,787

その他資本剰余金 377,464

利 益 剰 余 金 164,523

その他利益剰余金 164,523

繰越利益剰余金 164,523

自 己 株 式 △13,544

純 資 産 合 計 2,691,261

資 産 合 計 3,246,644 負 債 純 資 産 合 計 3,246,644

貸　借　対　照　表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)

科 目 金 額

営 業 収 益 539,302

営 業 費 用 533,674

営 業 利 益 5,628

営 業 外 収 益

受 取 利 息 248

投 資 有 価 証 券 売 却 益 34,153

そ の 他 1,390 35,791

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,523

株 式 公 開 費 用 16,428

そ の 他 151 19,102

経 常 利 益 22,316

税 引 前 当 期 純 利 益 22,316

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,706

法 人 税 等 調 整 額 △1,845 6,860

当 期 純 利 益 15,455

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 32 －



(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)
株 主 資 本

純資産
合　計資本金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金
合　　　計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 593,978 528,735 377,464 906,200 － 149,067 149,067 △13,544 1,635,701 1,635,701

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 508,052 508,052 508,052 1,016,105 1,016,105

新 株 の 発 行
（新株予約権
の 行 使 ）

11,999 11,999 11,999 23,998 23,998

当 期 純 利 益 15,455 15,455 15,455 15,455

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当期変動額合計 520,052 520,052 － 520,052 － 15,455 15,455 － 1,055,559 1,055,559

当 期 末 残 高 1,114,030 1,048,787 377,464 1,426,252 － 164,523 164,523 △13,544 2,691,261 2,691,261

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 倉 持 直 樹

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 都 　 成 哲

独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２６日

セレンディップ・ホールディングス株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、セレンディップ・ホールデ
ィングス株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの連結会計年度
の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、セレンディップ・ホールディングス株式会社及び連結子会
社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて 
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、 
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 倉 持 直 樹

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 都 　 成 哲

独立監査人の監査報告書

２０２２年５月２６日

セレンディップ・ホールディングス株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名古屋事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、セレンディップ・ホ
ールディングス株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第１７
期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 37 －



計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等
の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
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れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第17期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報

告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を

実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、常勤監査役が各子会社の監査役も兼務しており、子会社の取締役会等重

要な会議に出席し事業の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１

項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使

用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂

行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

　（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

2022年5月27日

セレンディップ・ホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役　　西山 一彦　 ㊞

社外監査役　　村松 高男 　㊞

社外監査役　　清水 哲太　 ㊞

以　上
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）

第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類及び連結計算書類に

記載又は表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところ

に従いインターネットを利用する

方法で開示することにより、株主

に対して提供したものとみなすこ

とができる。

　　　　　　（削　　除）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１. 提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただ

し書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主

総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款

を変更するものであります。

（１）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を

定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子提供

措置等）第１項を新設するものであります。

（２）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項

のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲

を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更

案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

（３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主

総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要とな

るため、これを削除するものであります。

（４）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであり

ます。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

２. 変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案

（電子提供措置等）

（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容で

ある情報について、電子提供措置

をとるものとする。

（新　　設）

　　２ 当会社は、電子提供措置をとる事

項のうち法務省令で定めるものの

全部又は一部について、議決権の

基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載し

ないことができる。

　　　（附則）

　　１ 定款第15条の変更は、会社法の一

部を改正する法律（令和元年法律

第70号）附則第１条ただし書きに

規定する改正規定の施行の日であ

る2022年９月１日（以下「施行

日」という）から効力を生ずるも

のとする。

　　２ 前項の規定にかかわらず、施工日

から６か月以内の日を株主総会の

日とする株主総会については、定

款第15条（株主総会参考書類等の

インターネット開示とみなし提

供）はなお効力を有する。

　　３ 本附則は、施行日から６か月を経

過した日又は前項の株主総会の日

から３か月を経過した日のいずれ

か遅い日後にこれを削除する。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

（再　任）
たか

髙

 

　
むら

村

 

　
のり

徳

 

　
やす

康
(1968年２月22日)

1990年４月 岡三証券株式会社入社
1997年12月 監査法人トーマツ（現　有限責任監

査法人トーマツ）入社
2006年８月 当社設立　代表取締役社長
2006年10月 Sync Partners 株 式 会 社 設 立　　　

代表取締役
2009年11月 株式会社ケイズコーポレーション社

外監査役（現任）
2014年10月 天竜精機株式会社取締役
2015年10月 佐藤工業株式会社取締役
2016年３月 当社代表取締役会長（現任）
2018年８月 三井屋工業株式会社取締役（現任）
2018年12月 株式会社サンテクト（現　セレンデ

ィップ・テクノロジーズ株式会社）
取締役

2020年７月 セレンディップ・フィナンシャルサ
ービス株式会社代表取締役（現任）

2020年７月 株式会社エムジエク（現　セレンデ
ィップ・テクノロジーズ株式会社）
取締役

2020年７月 当社会長執行役員（現任）

925,120株

【選任理由】
　髙村徳康氏は、当社創業より代表取締役として経営を監督し、社長、会長の職において経営
トップとしての手腕を発揮してきました。投資戦略及び当社の企業価値向上において、引き続
きその知識・能力が必要であると考え、取締役候補者としております。

第２号議案 取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、社外取締役２名を含む取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 44 －



候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

（再　任）
たけ

竹

 

　
うち

内

 

　

 

　
あり

在
(1970年11月19日)

1994年12月 ニフティ株式会社入社
1999年７月 株式会社東海総合研究所（現　三菱

ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
株式会社）入社

2001年７月 ＳＡＰジャパン株式会社入社
2006年７月 日本オラクル株式会社入社
2011年４月 株式会社シンプレクス・コンサルテ

ィング（現　シンプレクス株式会
社）入社　コーポレート・イノベー
ショングループ執行役員

2013年３月 当社監査役
2014年３月 当社代表取締役社長（現任）
2014年10月 天竜精機株式会社取締役（現任）
2016年７月 エムジーホールディングス株式会社

社外取締役（現任）
2018年６月 佐藤工業株式会社取締役（現任）
2018年８月 三井屋工業株式会社取締役（現任）
2018年12月 株式会社サンテクト（現　セレンデ

ィップ・テクノロジーズ株式会社）
取締役（現任）

2020年７月 セレディップ・フィナンシャルサー
ビス株式会社取締役（現任）

2020年７月 当社社長執行役員（現任）
2022年３月 株式会社エスネットワークス社外取

締役（監査等委員・現任）

925,120株

【選任理由】
　竹内在氏は、当社ホールディングス機能の経営全般及び当社グループ子会社の取締役として
事業・オペレーション戦略を担っております。当社の企業価値向上及びグループとしての組織
強化において、引き続きその知識・能力が必要であると考え、取締役候補者としております。

３

（再　任）
お

小

 

　
だに

谷

 

　
かず

和

 

　
ひさ

央
(1981年６月12日)

2006年12月 新日本監査法人（現　EY新日本有限
責任監査法人）入社

2017年１月 当社入社
2018年10月 当社経営管理部長
2019年６月 当社取締役　経営管理部長
2020年２月 当社取締役管理部門担当役員（現

任）
2020年７月 当社執行役員（現任）

20,000株

【選任理由】
　小谷和央氏は、公認会計士として監査法人での勤務経験があり、財務及び会計に関する豊富
な知見を有しており、当社管理部門の責任者の経験とともに当社グループの経営に対する経
験・実績・見識を有しております。当社のグループ経営推進とコーポレート・ガバナンス強化
において、引き続きその知識・能力が必要であると考え、取締役候補者としております。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

（再　任）
ない

内

 

　
とう

藤

 

　
よし

由

 

　
はる

治
(1946年10月６日)

1970年４月 ソニー株式会社（現　ソニーグルー
プ株式会社）入社

1986年５月 株式会社ポッカコーポレーション
（現　ポッカサッポロフード＆ビバ
レッジ株式会社）入社

1992年６月 同社取締役
1998年６月 同社代表取締役社長
2006年６月 同社取締役会長
2009年２月 当社顧問
2010年６月 Sync Partners株式会社監査役
2015年10月 佐藤工業株式会社監査役
2016年３月 当社社外取締役（現任）

10,000株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　内藤由治氏は、上場企業にて長年に亘り社長を務め、企業経営における豊富な経験と知見を
有しております。経営全般において取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、
引き続きその知識・能力が必要であると考え、社外取締役候補者としております。

５

（再　任）
ふじ

藤

 

　
た

田　

 

　
ごう

豪
(1974年12月26日)

1997年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現　
ジャフコ　グループ株式会社）入社

2007年10月 同社中部支社投資部長
2007年11月 同社中部支社投資運用部長
2013年４月 同社中部支社長
2018年10月 株式会社MTG Ventures代表取締役

（現任）
2018年11月 株式会社オプティマインド社外監査

役（現任）
2019年４月 名古屋大学院情報学研究所客員准教

授（現任）
2019年５月 株式会社オルツ社外取締役（現任）
2019年６月 株式会社Psychic VR Lab社外取締役

（現任）
2019年11月 株式会社キッチハイク社外取締役

（現任）
2019年12月 H2L株式会社社外取締役（現任）
2020年３月 株式会社EVERING取締役（現任）
2020年６月 当社社外取締役（現任）

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
　藤田豪氏は、大手ベンチャーキャピタルに入社以来、ベンチャー投資業務とバイアウト投資
業務に携わり、ファイナンス、投資・ファンド管理運営における豊富な経験と知見を有してお
ります。特に投資・ファンド管理運営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監
督、助言等をいただくため、引き続きその知識・能力が必要であると考え、社外取締役候補者
としております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．髙村徳康氏の所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社である一徳合

同会社が保有する株式数を、竹内在氏が所有する当社の株式の数には、同氏の

資産管理会社であるネクストシークエンス合同会社が保有する株式数も含めて

記載しております。

３. 内藤由治氏及び藤田豪氏は、社外取締役候補者であります。

４．内藤由治氏及び藤田豪氏は、現在、当社の社外取締役であり、両氏の社外取締

役としての在任期間は、本総会終結の時をもって内藤由治氏が６年３ヶ月、藤
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田豪氏が２年となります。

５．当社は、内藤由治氏及び藤田豪氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結してお

り、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額

となっております。両氏が再任された場合は、両氏との当該契約を継続する予

定であります。

６. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員等として

の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされ

たことにより、被保険者が被る損害賠償や訴訟費用等の損害を当該保険契約に

よって填補することとしております（ただし、被保険者による違法行為や、法

令に反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償等が発生した場

合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被

保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更

新を予定しております。

７. 当社は、藤田豪氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

ります。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定

であります。

以上
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会場：TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口　７階

バンケットホール７Ｂ

愛知県名古屋市中村区椿町1-16　井門名古屋ビル

交通 ＪＲ名古屋駅 太閤通口より 徒歩約３分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

太閤通口 桜通口

愛知県名古屋市
中村区椿町1-16
井門名古屋ビル

TKPガーデンシティ
PREMIUM名古屋
新幹線口

ローソン

河合塾信用組合
会館

中村消防所
椿出張所

TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口

ダイワロイネット
ホテル名古屋

松のや
チサンイン

名古屋

噴水

地下鉄
13番出口

JRゲートタワー

JPタワー
名古屋

ホテル
ル・ウエスト

名古屋 ビックカメラ

愛知県
信用保証協会

名古屋駅前
モンブランホテル

ザ サイプレス
メルキュールホテル

名古屋

地
下
鉄
東
山
線

JR名古屋駅
地下鉄・東山線名古屋

大名古屋
ビルヂング

地
下
鉄
名
古
屋

※ 昨年と会場が異なりますのでお間違えのないようお願い申しあげます。

※ 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮く

ださいますようお願い申しあげます。

※ 名古屋駅周辺はリニア中央新幹線開業に向けた工事中であるため、ご来

場の際はご注意くださいますようお願い申しあげます。


